
 議案第１６号 

   すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、墨田区にゆかりのある絵師葛飾北斎（以下「北斎」という。）

の作品及び業績に関する情報を通して、区民の郷土に対する理解の増進及び地域の 

活性化を図り、もって文化の振興に資するため、すみだ北斎美術館（以下「美術館」 

という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （事業） 

第２条 美術館は、次の事業を行う。 

 ⑴ 北斎に関する作品、図書等（以下「資料」という。）の収集、保管、展示及び

利用に関すること。 

 ⑵ 北斎に関する専門的な調査研究及びその成果の発信に関すること。 

 ⑶ 北斎に関する普及活動に関すること。 

 ⑷ 美術館の関係機関との連携及び協力に関すること。 

 ⑸ 美術館の施設の利用に関すること。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

 （開館時間） 

第３条 美術館の開館時間は、午前９時３０分から午後５時３０分までとする。ただ

し、指定管理者（第１４条第１項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同

じ。）が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更すること

ができる。 

 （休館日） 



第４条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があ

ると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定める

ことができる。 

 ⑴ １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

 ⑵ 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日（以下この号において「休日」という。）に当たるときは、その直後

の休日でない日） 

 （観覧等の承認） 

第５条 次に掲げる観覧等（以下「観覧等」という。）をしようとする者は、区長が

別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。 

 ⑴ 資料の観覧（展示に係るものに限る。以下同じ。） 

 ⑵ 学術研究等のための資料の撮影又は熟覧（以下「特別研究」という。） 

 ⑶ 美術館の施設及び付帯設備（別表第３に掲げるものに限る。以下「有料施設等」 

  という。）の利用 

２ 指定管理者は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。 

 （利用の不承認） 

第６条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前条第１項の承認

をしないものとする。 

 ⑴ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 ⑵ 美術館の施設、付帯設備及び資料（以下「施設等」という。）を毀損するおそ

れがあるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があるとき。 

 （利用料金） 

第７条 第５条第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、指定管理者

が定める方法により、利用料金を納付しなければならない。 

２ 前項の利用料金の額は、次の各号に掲げる観覧等の区分に応じ、当該各号に定め

る額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。 

 ⑴ 資料の観覧 別表第１に定める額 



 ⑵ 特別研究 別表第２に定める額 

 ⑶ 有料施設等の利用 別表第３に定める額 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 （利用料金の減免） 

第８条 指定管理者は、墨田区規則（以下「規則」という。）で定めるところにより、

前条第１項の利用料金を減額し、又は免除することができる。 

 （利用料金の返還） 

第９条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第１０条 利用者は、観覧等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （承認の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第５条第１項の

承認を取り消し、又は観覧等を制限し、若しくは停止することができる。 

 ⑴ 観覧等の目的又は承認の条件に違反したとき。 

 ⑵ この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。 

 ⑶ 災害その他の事故により観覧等をすることができなくなったとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 

 （利用者の原状回復義務） 

第１２条 有料施設等の利用の承認を受けた者は、当該有料施設等の利用を終了した

とき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止された

ときは、直ちに当該有料施設等を原状に回復しなければならない。 

 （利用者の損害賠償義務） 

第１３条 利用者は、観覧等に際し、美術館の施設等に損害を与えたときは、区長が

相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由

があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第１４条 区長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、美術館の業務のう



ち次に掲げるものを行わせることができる。 

 ⑴ 第２条に規定する事業の運営に関すること。 

 ⑵ 施設等の維持管理（軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。 

 ⑶ 施設の環境整備に関すること。 

２ 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行

わせることができる。 

 （指定管理者の指定の手続） 

第１５条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認め

る場合を除き、公募するものとする。 

２ 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を

区長に提出しなければならない。 

３ 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、

次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。 

 ⑴ 美術館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。 

 ⑵ 事業計画書の内容が、美術館の効用を最大限に発揮することができるものであ

るとともに、その効率的な運営が図られるものであること。 

 ⑶ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているも

のであること。 

 （指定管理者の指定の取消し等） 

第１６条 区長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第３項の規定

による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずること

ができる。 

 ⑴ 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。 

 ⑵ 前条第３項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

 ⑶ 第１８条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当

でないと認めるとき。 

 （指定管理者の指定等の公告） 



第１７条 区長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて業

務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければなら

ない。 

 （管理の基準） 

第１８条 指定管理者は、次に掲げる基準により、美術館の管理の業務を行わなけれ

ばならない。 

 ⑴ この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこ

と。 

 ⑵ 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。 

 ⑶ 施設等の維持管理を適切に行うこと。 

 （事業報告書の提出等） 

第１９条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、美術館の管理の業務

に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。

ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の

全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日

から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

 ⑴ 管理の実施状況及び利用状況 

 ⑵ 管理に係る経費の収支状況 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定管理者の美術館の管理の実態を把握するため

に必要なものとして区長が定める事項 

２ 区長は、必要があると認めるときは、美術館の管理の実施状況等について、指定

管理者に報告を求めることができる。 

 （秘密保持義務） 

第２０条 指定管理者及びその従業員で美術館の管理の業務に従事するものは、美術

館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合においては、墨田区個人

情報保護条例（平成２年墨田区条例第１９号）の規定を遵守しなければならない。 

 （指定管理者の原状回復義務） 

第２１条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若



しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原

状に回復しなければならない。 

 （指定管理者の損害賠償義務） 

第２２条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相

当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すこ

とができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除

することができる。 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等

は、同日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。 



別表第１ 

区  分 

観 覧 に 係 る 利 用 料 金 

常設の展示（１人、１回につき） 特別の企画の展示 

（１人、１回につき） 個 人 団 体 

一 般 ５００円 ４００円 

２，０００円 

高校生・大学生 ４００円 ３２０円 

高齢者 ４００円 ３２０円 

障害者 ４００円 ３２０円 

中学生以下 無料 無料 
 

 備考 

  １ 団体とは、その構成人員（常設の展示の観覧に係る利用料金が無料である者

を除く。）が２０人以上のものをいう。 

  ２ 高校生・大学生とは、高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並

びにこれらに準ずる者をいう。 

  ３ 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

  ４ 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規

定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都知事の定めるところに

より愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者をいう。 

  ５ 観覧をする障害者を介助する者は、当該障害者１人につき１人に限り、無料

で常設の展示の観覧をすることができる。 

  ６ 特別の企画の展示の観覧に係る利用料金を納付した者は、無料で常設の展示

の観覧をすることができる。 

 

別表第２ 

区  分 特別研究に係る利用料金 

撮  影 １点、１回につき   １０，０００円 

熟  覧 １点、１回につき    １，０００円 
 



 備考 びょうぶは１隻を１点とし、巻物は１巻を１点とし、対幅は１幅を１点とし、

その他の資料は各個を１点とする。 

 

別表第３ 

区 分 

有料施設等の利用に係る利用料金 

午前９時３０分から

正午まで 

午後１時から午後３

時まで 

午後３時３０分から

午後５時３０分まで 

講 座 室 ６，０００円 ４，８００円 ４，８００円 

付 帯 設 備 １件、１回につき １０，０００円 
 

 備考 

  １ 有料施設等に係る利用者が当該利用に当たり参加料又はこれに類する費用を

徴収する場合又は物品を販売する場合の利用料金は、この表の区分及び時間帯

ごとに定める利用料金の２倍の額とする。 

  ２ 次に掲げる時間を「午前９時３０分から正午まで」、「午後１時から午後３

時まで」又は「午後３時３０分から午後５時３０分まで」の区分に加えて利用

承認時間とすることができる。この場合の加える時間に係る利用料金の額は、

次のとおりとする。 

   ⑴ 午前８時３０分から午前９時３０分まで 「午前９時３０分から正午まで」 

    の利用料金の額の３割相当額 

   ⑵ 正午から午後１時まで 「午後１時から午後３時まで」の利用料金の額の

３割相当額 

   ⑶ 午後２時３０分から午後３時３０分まで 「午後３時３０分から午後５時

３０分まで」の利用料金の額の３割相当額 

   ⑷ 午後３時から午後４時まで 「午後１時から午後３時まで」の利用料金の

額の３割相当額 

   ⑸ 午後５時３０分から午後６時３０分まで 「午後３時３０分から午後５時

３０分まで」の利用料金の額の３割相当額 



  ３ ２の⑶又は⑷に掲げる時間を利用承認時間に加えることができるのは、⑶に

あっては「午後１時から午後３時まで」の時間帯に、⑷にあっては「午後３時

３０分から午後５時３０分まで」の時間帯においてそれぞれ他の者に対する利

用承認がなされていない場合に限る。 

  ４ 「午前９時３０分から正午まで」及び「午後１時から午後３時まで」の時間

帯又は「午後１時から午後３時まで」及び「午後３時３０分から午後５時３０

分まで」の時間帯を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を

徴収しない。 

 

（提案理由） 

 すみだ北斎美術館の新設に伴い、同施設の開館時間、休館日、利用料金等のほか、

指定管理者の指定に関し必要な事項を定める必要がある。 


